
いわゆる２号書面制度について

１ これまでの議論で提示された御意見

被告人以外の者の検察官面前調書の証拠能力に関する刑事訴訟法第３２１条

第１項第２号の規定は，根本的に見直すべきではないか。

２ 検討課題

(1) 被告人以外の者の公判外における供述に証拠能力を認める必要性

(2) 現行制度あるいはその運用上の問題点

(3) 対処方策の要否及び内容

【参考条文（刑事訴訟法）】

第３２０条第１項

第三百二十一条乃至第三百二十八条に規定する場合を除いては，公判期日における供

述に代えて書面を証拠とし，又は公判期日外における他の者の供述を内容とする供述を

証拠とすることはできない。

第３２１条第１項

被告人以外の者が作成した供述書又はその者の供述を録取した書面で供述者の署名若

しくは押印のあるものは，次に掲げる場合に限り，これを証拠とすることができる。

一 裁判官の面前（第百五十七条の四第一項に規定する方法による場合を含む。）にお

ける供述を録取した書面については，その供述者が死亡，精神若しくは身体の故障，

所在不明若しくは国外にいるため公判準備若しくは公判期日において供述することが

できないとき，又は供述者が公判準備若しくは公判期日において前の供述と異つた供

述をしたとき。

二 検察官の面前における供述を録取した書面については，その供述者が死亡，精神若

しくは身体の故障，所在不明若しくは国外にいるため公判準備若しくは公判期日にお

いて供述することができないとき，又は公判準備若しくは公判期日において前の供述

と相反するか若しくは実質的に異つた供述をしたとき。但し，公判準備又は公判期日

における供述よりも前の供述を信用すべき特別の情況の存するときに限る。

三 前二号に掲げる書面以外の書面については，供述者が死亡，精神若しくは身体の故

障，所在不明又は国外にいるため公判準備又は公判期日において供述することができ

ず，且つ，その供述が犯罪事実の存否の証明に欠くことができないものであるとき。

但し，その供述が特に信用すべき情況の下にされたものであるときに限る。


